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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 

 

衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
策
定
に
関
す
る
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
を
具
体
的
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の

「
政
令
や
運
用
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
案

（
以
下
「
本
法
律
案
」
と
い
う
。
）
の
成
立
後
直
ち
に
策
定
作
業
に
着
手
し
た
上
で
、
本
法
律
案
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
者
か
ら
の
意
見
聴
取
や
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
公
募
手
続
等
を
経
て
、
可

能
な
限
り
早
期
に
決
定
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

本
法
律
案
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
等
が
行
っ
た
適
性
評
価
調
査
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
本
法
律
案
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
適
合
事
業
者
（
以
下
「
適
合
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
本
法
律
案
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事

業
主
（
以
下
「
適
合
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
適
性
評
価
調
査
に
当
た
り
適
性
評
価

の
対
象
者
が
記
入
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
適
合
事
業
者
等
を
経
由
せ
ず
、
当
該
適
性
評
価
調
査
を
行
う
内
閣
総
理
大
臣
等



 

２ 

 

に
直
接
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
」
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
案
第
十
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
重
要
経

済
基
盤
保
護
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
の
強
化
等
を
図
る
た
め
に
重
要
経
済
安
保
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
に
お
い
て
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
適
性
評
価

を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

本
法
律
案
に
お
い
て
は
、
重
要
経
済
安
保
情
報
を
適
確
に
保
護
す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
の
長
が
重
要
経
済
安
保
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
者
を
、
原
則
と
し
て
適
合
事
業
者
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
適
合
事
業
者
に
お
い
て
新
た
に

適
性
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
を
、
適
合
事
業
者
の
従
業
者
と
し
て
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
を
新
た
に

行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
限
定
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

本
法
律
案
第
十
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
適
性
評
価
調
査
が
行
わ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
特
別
な



 

３ 

 

情
報
の
収
集
を
任
務
と
す
る
職
員
に
対
す
る
適
性
評
価
を
行
う
場
合
な
ど
、
当
該
職
員
に
関
す
る
情
報
を
当
該
行
政
機
関
以

外
の
者
に
保
有
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
行
政
機
関
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
想
定
し
て

い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

本
法
律
案
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
処
理
に
要
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り

得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
標
準
的
な
処
理
期
間
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
苦
情
処
理

の
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
第
三
者
的
な
視
点
の
確
保
の
必
要
性
」
を
含
め
、
今
後
、
本
法
律
案
第
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
運
用
基
準
」
と
い
う
。
）
の
策
定
作
業
等
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
運
用
基
準
の
策
定
、
本
法
律
案
第
十
四
条
の
苦
情
申
出
制
度
の
適
切
な
運
用
、
本
法
律
案
第

十
八
条
第
三
項
（
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
後
の
同
条
第
四
項
）
の
規
定
の
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
適
切
な
行
使
等
を
通
じ

て
、
適
性
評
価
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

八
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
 

本
法
律
案
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下

「
特
定
秘
密
保
護
法
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
特
定
秘
密
の
指
定
の
有
効
期
間
や
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に
お
け
る
極
秘
文
書
の
指
定
期
間
が
最
大
で
五
年
間
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

特
定
秘
密
保
護
法
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
秘
密
の
う
ち
特
定
秘
密
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
に
該
当
し
な
い
も
の

の
漏
え
い
に
係
る
罰
則
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
直
ち
に
こ
れ
を
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
具
体
的

な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
お
示
し
で
き
な
い
。 

十
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
本
法
律
案
に
お
い
て
、
重
要
経
済
安
保
情
報
と
し
て
指
定
さ
れ
る
べ
き
情
報
の
範
囲
が
明
確
に
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
別
表
に
相
当
す
る
規
定
は
、
本
法
律
案
の
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
置
か
れ
て
い
る
。 



 

５ 

 

十
一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
本
法
律
案
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
政
府
と
外
国
政
府
と
の
間
に
お
い
て
重
要
情
報
が
よ

り
円
滑
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


